
転
向
者
・
小
川
未
明
(
下
)

|
|
階
級
闘
争
か
ら
八
紘
一
宇
へ
|
|

国
家
主
義
の
影
響

大
正
期
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
を
脅
威
せ
よ
!
」
と
煽
り
、
社
会
主
義
の
立
場
を

鮮
明
に
し
て
い
た
小
川
未
明
、
だ
が
、
昭
和
一

0
年
代
に
入
る
と
一
転
、
「
私
達

の
民
族
的
理
想
と
し
て
、
東
亜
新
秩
序
の
建
設
が
あ
り
、
国
防
国
家
の
完
遂
が

あ
る
」
(
「
新
し
き
児
童
文
学
の
道
」
「
都
新
聞
」
昭
和
一
六
年
五
月
一
一
一
・
一

コ
一
日
)
と
語
る
国
家
主
義
者
へ
変
貌
し
て
し
ま
う
。
本
節
で
は
、
こ
の
時
期
の

未
明
の
軌
跡
を
辿
り
た
い
。

昭
和
初
期
の
未
明
は
、
ま
だ
社
会
主
義
の
影
響
下
に
い
た
。
反
資
本
主
義
の

姿
勢
、
階
級
対
立
の
世
界
観
は
、
健
在
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
、
新
興

童
話
作
家
連
盟
の
「
声
明
書
」
(
「
童
話
運
動
」
昭
和
四
年
一
月
)
や
、
童
話

「
労
働
祭
の
話
」
(
「
童
話
の
社
会
」
昭
和
五
年
五
月
)
に
は
、
そ
れ
ら
の
思
考

が
如
実
に
表
れ
て
い
る
。
と
は
舌
ヲ
ん
、
当
時
の
未
明
は
、
階
級
闘
争
を
通
じ
た

社
会
変
革
を
大
正
期
の
よ
う
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
訴
え
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い

た
。
代
わ
り
に
、
階
級
闘
争
の
立
場
か
ら
文
学
や
社
会
を
一
元
的
に
裁
断
し
よ

う
と
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
あ
り
方
を
、
「
強
権
」
(
「
新
興
童
話
の
強
圧
と

解
放
」
「
童
話
文
学
」
昭
和
四
年
八
月
)
、
「
残
忍
」
(
「
児
童
の
た
め
に
強
権
主

増

盲
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井

義
者
と
戦
へ
」
「
黒
色
戦
線
」
昭
和
四
年
八
月
)
、
「
窮
屈
」
(
「
新
文
芸
の
自
由

性
と
起
点
」
「
東
京
朝
日
新
聞
」
昭
和
四
年
一
一
月
一
五
・
一
六
日
)
で
あ
る

と
批
判
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
未
明
の
ア
ナ
ボ
ル
論
争
だ
が
、
か
つ
て
「
自
己

の
悩
み
は
、
即
ち
自
己
の
属
す
る
階
級
的
の
悩
み
で
あ
る
。
自
己
を
姪
拾
の
苦

し
み
か
ら
救
ふ
に
は
、
階
級
に
ま
つ
は
る
鉄
鎖
を
切
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
(
「
闘
争
を
離
れ
て
正
義
な
し
」
「
中
央
公
論
」
大
正
一
一
年
七
月
)
と
断

じ
、
階
級
闘
争
の
正
義
性
を
確
信
し
て
い
た
彼
の
階
級
闘
争
観
に
、
あ
る
後
退

が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

実
際
未
明
は
、
ボ
ル
派
と
の
方
針
の
相
違
か
ら
、
新
興
童
話
作
家
連
盟
を
発

足
し
て
す
ぐ
、
脱
退
し
て
し
ま
っ
た
。
ボ
ル
派
の
論
客
・
大
河
原
浩
は
、
未
明

脱
退
後
の
「
童
話
運
動
」
誌
上
で
、
次
の
よ
う
な
未
明
批
判
を
展
開
し
て
い

る。

。。つd

吾
々
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
に
社
会
を
見
得
な
い
臆
臨
イ
デ
オ
ロ
ギ
ス

ト
、
民
、
王
々
義
者
を
排
撃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
等
は
労
働
者
農
民

を
裏
切
る
。
|
上
裳
切
者
を
殺
せ
!
苦
々
が
、
小
川
未
明
を
排
撃
す
る

所
以
で
あ
る
。



大
河
原
浩
「
小
川
未
明
論
(
二
)
」
(
「
童
話
運
動
」
昭
和
四
年
八
月
)

未
明
は
芸
術
家
の
立
場
か
ら
、
童
話
に
お
け
る
「
批
判
と
詩
化
と
の
釣
衡
」

(
「
童
話
文
学
に
つ
い
て
」
「
童
話
運
動
」
昭
和
四
年
二
月
)
を
主
張
し
て
い
た
。

し
か
し
、
大
河
原
の
よ
う
な
純
正
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
と
っ
て
、
階
級
闘
争

の
立
場
に
立
ち
切
ら
な
い
こ
の
よ
う
な
未
明
の
態
度
は
、
小
市
民
的
な
、
中
途

半
端
な
も
の
と
し
て
映
っ
た
。

こ
の
頃
、
昭
和
四
年
は
、
小
林
多
喜
二
と
徳
永
直
が
「
蟹
工
船
」
「
太
陽
の

な
い
街
」
を
発
表
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
流
行
を
見
せ
る
反
面
、
前
年
の

三
・
一
五
事
件
か
ら
四
・
一
六
事
件
へ
と
、
共
産
主
義
運
動
に
対
す
る
官
憲
の

弾
圧
が
本
格
化
し
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
。
他
方
の
未
明
は
、
翌
昭
和
五
年
、

円
本
ブ
l
ム
で
多
額
の
印
税
を
得
て
、
高
円
寺
に
初
の
持
ち
家
を
購
入
。
岡
上

鈴
江
は
当
時
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

し
か
し
、
な
が
い
貸
家
、
ず
ま
い
に
終
止
符
を
打
っ
て
、
小
さ
い
な
が
ら
も

総
槍
づ
く
り
の
家
に
移
り
、
は
じ
め
て
自
分
の
家
の
槍
の
風
呂
に
入
っ
た

父
は
た
の
し
そ
う
だ
っ
た
。
た
っ
ぷ
り
お
湯
を
わ
か
し
て
、
ざ
ぶ
り
と
入

り
、
お
湯
が
ど
っ
と
あ
ふ
れ
で
る
の
が
好
き
だ
っ
た
。

岡
上
鈴
江
『
父
未
明
と
わ
た
し
』
(
樹
心
社
、
昭
和
五
七
年
五
月
)

治
安
維
持
法
適
用
で
、
多
喜
二
ら
が
大
量
投
獄
さ
れ
る
中
、
未
明
は
逮
捕
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
生
活
の
安
定
を
勝
ち
取
っ
て
い
っ
た
。
逆
に
言
う
と
、
逮
捕
を

伴
う
よ
う
な
血
み
ど
ろ
の
革
命
運
動
と
は
無
縁
だ
っ
た
。

し
か
し
未
明
の
社
会
主
義
が
、
終
局
、
書
斎
の
人
の
そ
れ
で
あ
っ
た
に
せ

ょ
、
昭
和
六
年
九
月
の
満
州
事
変
を
経
て
、
日
本
社
会
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
台
頭

し
て
い
く
中
で
も
、
彼
は
「
研
屋
の
述
懐
」
(
「
民
政
」
昭
和
九
年
九
月
)
な

ど
、
反
戦
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
溢
れ
る
作
品
を
書
い
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
昭
和
一
一
一
年
七
月
、
慮
溝
橋
事
件
が
起
き
、
日
中
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、

未
明
は
反
戦
を
放
棄
す
る
。
同
年
一

O
月
、
自
身
が
主
宰
す
る
童
話
雑
誌
「
お

話
の
木
」
に
「
僕
も
戦
争
に
行
く
ん
だ
」
を
発
表
し
た
の
だ
。
こ
れ
は
小
学
生

の
主
人
公
・
勇
ち
ゃ
ん
が
、
溶
接
工
場
の
お
じ
さ
ん
の
出
征
を
見
送
り
、
「
万

歳
」
「
僕
も
、
戦
争
に
行
く
ん
だ
!
」
と
叫
ぶ
内
容
で
、
山
中
恒
と
小
埜
裕
二

は
、
未
明
の
国
策
協
力
の
晴
矢
の
作
品
と
位
置
付
け
て
い
る
。
日
中
戦
争
後
の

突
然
か
つ
急
激
な
右
旋
回
に
は
、
「
国
難
」
に
機
敏
に
反
応
し
て
し
ま
う
、
明

治
人
特
有
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
背
景
一
に
あ
る
と
い
う
の
が
、
山
中
や
小
埜
の

他
、
多
く
の
識
者
の
見
立
て
だ
。

昭
和
一
一
一
一
年
に
入
る
と
、
四
月
に
国
家
総
動
員
法
が
施
行
さ
れ
、
戦
時
体
制

は
強
化
さ
れ
た
。
そ
ん
な
中
、
内
務
省
警
保
局
図
書
課
は
、
国
家
に
よ
る
児
童

図
書
の
統
制
を
企
て
る
。
中
心
と
な
っ
た
の
は
図
書
課
担
当
官
の
佐
伯
郁
郎

で
、
佐
伯
は
ま
ず
、
当
時
「
俗
悪
」
と
批
判
の
声
が
大
き
か
っ
た
絵
本
(
赤

本
)
類
を
、
検
閲
や
発
売
禁
止
の
処
分
で
取
り
締
ま
っ
た
。
次
に
、
未
明
・
百

田
宗
治
・
城
戸
幡
太
郎
・
波
多
野
完
治
ら
民
間
有
識
者
に
、
児
童
図
書
改
善
の

た
め
の
答
申
を
依
頼
し
た
。
未
明
は
次
の
よ
う
な
答
申
案
を
提
出
す
る
。

-39-

児
童
教
化
に
よ
っ
て
、
社
会
の
矛
盾
を
除
去
し
、
善
美
の
国
家
を
建
設
し

た
い
と
思
ひ
ま
す
。
国
家
の
力
に
て
、
児
童
に
と
り
て
、
有
害
な
る
も
の

を
除
き
、
健
全
な
教
化
に
遇
進
し
た
な
ら
ば
、
今
後
十
年
に
し
て
日
本
精

神
を
体
得
し
た
立
派
な
国
民
が
養
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
面
目
を
一
新



す
る
で
あ
り
ま
せ
う
。
(
中
略
)
日
本
精
神
を
基
礎
と
す
る
教
育
は
、
道

徳
国
家
の
建
設
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
物
質
至
上
の
資
本
主
義
や
、
功

利
主
義
の
線
の
上
で
は
、
教
育
な
さ
れ
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
、
第
一
歩
か
ら

出
直
し
て
児
童
を
教
化
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
迄
の
物
質
第
一
、

精
神
第
二
で
あ
っ
た
の
を
精
神
第
一
、
物
質
第
二
に
価
値
を
転
換
す
る
の

で
あ
り
ま
す
。
此
の
如
き
は
国
家
の
力
に
し
て
は
じ
め
て
な
さ
れ
る
も
の

で
す
。
こ
れ
ま
で
の
教
育
が
、
立
身
出
世
を
目
指
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ

か
ら
の
教
育
は
滅
私
奉
公
の
信
念
に
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
こ
れ
ま
で
と
正

義
感
も
異
な
れ
ば
、
幸
福
感
の
内
容
す
ら
異
な
る
訳
で
あ
っ
て
、
読
物
の

統
制
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。

「
児
童
雑
誌
に
対
す
る
理
想
案
」
(
「
出
版
警
察
資
料
」
昭
和
一
一
一
一
年
七
月
)

こ
こ
で
未
明
は
、
政
府
主
導
の
言
論
統
制
に
諸
手
を
挙
げ
て
賛
成
し
、
「
日
本

精
神
」
を
も
っ
て
児
童
を
教
化
す
る
べ
き
だ
と
説
く
。
昭
和
初
年
代
、
マ
ル
ク

ス
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
、
児
童
へ
の
硬
直
し
た
指
導
を
批
判
し
て
い
た

未
明
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
「
日
本
精
神
」
の
名
の
下
に
同
様
の
押
し
付
け
を
行

っ
て
い
る
こ
と
は
、
皮
肉
だ
。

こ
の
時
期
、
未
明
は
盛
ん
に
「
日
本
精
神
」
を
鼓
吹
し
て
い
た
ら
し
い
。
未

明
と
共
に
民
間
有
識
者
を
務
め
た
波
多
野
完
治
は
、
戦
後
次
の
よ
う
に
回
想
し

て
い
る
。昭

和
十
三
年
十
月
ご
ろ
、
例
の
内
務
省
の
児
童
図
書
の
浄
化
措
置
と
い
う

時
に
、
内
務
省
で
第
一
回
の
会
合
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
時
は
じ
め
て
お

目
に
か
か
っ
た
。
そ
の
時
の
印
象
は
、
小
川
先
生
は
さ
か
ん
に
日
本
精

神
、
日
本
精
神
と
い
い
ま
し
て
、
ほ
か
の
こ
と
何
も
い
わ
な
い
ん
で
す

ね
。
非
常
に
議
論
の
好
き
な
、
し
か
し
そ
の
議
論
と
い
う
の
は
展
開
し
な

い
議
論
な
ん
で
す
ね
o

(
笑

)

テ

l
マ
だ
け
を
強
調
す
る
と
い
う
。

波
多
野
完
治
他
「
座
談
会
小
川
未
明
の
人
と
文
学
」

(
「
日
本
児
童
文
学
」
昭
和
三
六
年
一

O
月
)

前
節
で
、
秋
山
清
と
続
橋
達
雄
は
、
未
明
の
社
会
主
義
の
没
理
論
性
を
指
摘
し

て
い
た
。
そ
れ
は
こ
の
時
期
の
、
「
テ
i
マ
だ
け
を
強
調
す
る
」
「
展
開
し
な
い

議
論
」
と
、
見
事
に
符
合
し
て
い
よ
う
。
と
ま
れ
彼
は
こ
こ
で
時
代
に
便
乗

し
、
国
家
統
制
の
一
翼
を
担
う
役
回
り
を
演
じ
て
い
る
。
未
明
の
協
力
も
あ

り
、
同
年
一

O
月
に
は
「
児
童
読
物
ニ
関
ス
ル
指
示
要
綱
」
が
完
成
。
児
童
図

書
に
お
け
る
教
育
・
啓
蒙
的
側
面
は
一
段
と
強
ま
っ
た
。

昭
和
一
五
年
は
、
皇
国
史
観
で
皇
紀
二
六
O
O年
に
該
当
す
る
。
こ
の
年

は
、
九
月
に
日
独
伊
三
国
同
盟
が
調
印
さ
れ
、
一

O
月
に
大
政
翼
賛
会
が
発
足

す
る
な
ど
、
戦
時
の
色
合
い
が
ま
す
ま
す
濃
く
な
っ
て
い
っ
た
年
だ
。
未
明
も

ま
た
、
『
夜
の
進
軍
刑
夙
』
(
ア
ル
ス
、
四
月
)
、
『
新
日
本
童
話
」
(
竹
村
書
房
、

六
月
)
、
「
赤
土
へ
来
る
子
供
た
ち
』
(
文
昭
社
、
八
月
)
と
い
っ
た
、
時
局
色

の
強
い
童
話
・
随
筆
集
を
立
て
続
け
に
出
版
し
て
い
る
。
一

O
月
、
童
話
作
家

協
会
が
解
散
す
る
と
、
一
二
月
に
は
、
そ
の
後
釜
と
な
る
日
本
児
童
文
化
協
会

の
創
立
準
備
懇
談
会
が
、
大
政
翼
賛
会
主
催
で
開
催
さ
れ
た
。
未
明
が
分
会
委

員
を
委
嘱
さ
れ
た
こ
の
準
備
会
は
、
情
報
局
主
導
の
下
、
幾
多
の
会
合
を
重

ね
、
後
の
日
本
少
国
民
文
化
協
会
へ
発
展
を
遂
げ
る
。
滑
川
道
夫
に
よ
る
と
、

設
立
準
備
会
で
の
未
明
の
口
吻
は
勇
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

ハ
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少
国
民
文
化
協
会
設
立
の
会
合
な
ど
で
し
ば
し
ば
目
撃
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
「
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
こ
の
非
常
時
局
に
あ
た
っ
て
・
:
」
と
卓

を
叩
か
ん
ば
か
り
に
愛
国
的
熱
情
を
吐
露
し
て
少
国
民
丈
化
建
設
を
叫
ん

で
ゐ
る
氏
の
姿
は
、
実
に
国
民
生
活
童
話
建
設
の
先
駆
者
と
い
っ
た
感
銘

を
与
へ
る
。

滑
川
道
夫
「
少
国
民
文
学
試
論
』

(
帝
国
教
育
会
出
版
部
、

昭
和
一
七
年
九
月
)

日
本
少
国
民
文
化
協
会
は
、
総
則
に
「
本
会
ハ
皇
国
ノ
道
ニ
則
リ
国
民
文
化
ノ

基
礎
タ
ル
日
本
少
国
民
文
化
ヲ
確
立
シ
以
テ
皇
国
民
ノ
錬
成
ニ
資
ス
ル
ヲ
目
的

ト
ス
」
(
日
本
少
国
民
文
化
協
会
「
設
立
趣
意
書
・
定
款
並
諸
規
定
」
)
と
定
め

る
、
天
皇
制
国
家
主
義
が
ド
グ
マ
の
児
童
文
化
団
体
だ
。

昭
和
一
六
年
一
一
一
月
、
皇
太
子
の
誕
生
日
に
合
わ
せ
て
、
日
本
少
国
民
文
化

協
会
は
発
足
。
翌
一
七
年
三
月
、
今
度
は
紀
元
節
に
合
わ
せ
て
、
発
起
式
を
開

催
し
た
。
こ
の
式
に
は
、
時
の
東
条
英
機
首
相
も
参
列
し
、
祝
言
を
述
べ
て
い

る
。
日
本
少
国
民
文
化
協
会
は
、
官
許
の
御
用
団
体
と
し
て
、
華
々
し
い
ス
タ

ー
ト
を
飾
っ
た
の
で
あ
る
。
以
後
、
未
明
は
こ
の
協
会
の
役
員
(
文
学
部
会
相

談
役
)
と
し
て
、
巡
業
の
講
演
会
に
参
加
し
た
り
、
機
関
誌
「
少
国
民
文
化
」

「
少
国
民
文
学
」
や
会
報
「
日
本
少
国
民
丈
化
協
会
報
」
へ
作
品
を
発
表
し
た

り
、
銃
後
で
戦
意
高
揚
に
努
め
た
。
昭
和
一
九
年
一

O
月
に
は
、
第
一
回
少
国

民
文
化
功
労
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
だ
が
、
「
皇
国
」
は
負
け
、
未
明
は
敗
戦

の
日
を
、
高
円
寺
の
自
宅
で
妻
と
迎
え
た
。

四

「
ア
ジ
ア
共
同
体
が
真
理
な
の
で
あ
り
ま
す
」

l
i控
訴
戟
の

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

か
く
し
て
小
川
未
明
は
、
日
中
戦
争
を
機
に
右
旋
回
し
、
内
務
省
警
保
局
や

日
本
少
国
民
文
化
協
会
と
い
っ
た
国
家
機
関
へ
協
力
。
児
童
図
書
統
制
と
皇
民

育
成
に
努
め
た
。
本
節
で
は
、
こ
の
時
期
の
未
明
の
思
想
傾
向
を
、
作
品
に
即

し
て
検
討
し
て
み
た
い
。

日
中
戦
争
以
後
の
未
明
の
丈
章
を
彩
っ
て
い
る
の
は
、
第
一
に
、

賛
美
で
あ
る
。

天
皇
制
の

す
で
に
、
い
ま
の
日
本
は
個
人
主
義
を
許
さ
な
い
。
全
体
の
利
福
の
た
め

に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
職
能
の
別
は
あ
っ
て
も
、
共
に
同
じ
陛
下

の
赤
子
で
、
兄
弟
で
あ
る
。
始
め
か
ら
、
貴
賎
の
別
も
、
階
級
の
別
ち
の

あ
ら
う
筈
が
な
い
。
か
う
し
た
矛
盾
か
ら
生
ず
る
、
対
立
と
反
日
を
除
去

す
る
こ
と
が
急
務
だ
。
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「
日
本
的
童
話
の
提
唱
」

(
「
報
知
新
聞
」
昭
和
一
四
年
九
月
二

0
1
一
一
一
一
一
、
二
五
・
二
六
日
)

従
前
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
大
正
期
の
未
明
は
階
級
闘
争
主
義
者
だ
っ
た
。
そ

れ
が
こ
の
段
階
で
は
一
転
、
階
級
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
も

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
も
「
陛
下
の
赤
子
」
で
あ
り
、
天
皇
と
い
う
極
点
の
下
、
階
級

対
立
が
洛
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
未
明
が
、
家
族
国
家
観
を
有

し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
例
え
ば
未
明
は
、
「
日
本
の
家
族
制
度
は
、
日
本
精

神
を
中
軸
と
す
る
、
世
界
無
比
の
も
の
で
あ
る
。
皇
道
日
本
は
皇
室
中
心
の
一

大
家
族
で
な
い
か
っ
上
下
三
千
年
、
こ
れ
が
た
め
に
和
協
一
致
が
保
た
れ
た

の
で
あ
る
」
(
「
日
本
的
童
話
の
提
唱
」
同
前
)
と
語
っ
て
い
る
。
天
皇
を
「
国

民
の
父
」
に
、
国
民
を
「
陛
下
の
赤
子
」
に
見
立
て
、
国
家
を
一
つ
の
家
族
に



準
え
る
家
族
国
家
観
は
、
ま
さ
し
く
、
天
皇
制
国
家
の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ

っ
た
。
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
で
非
科
学
的
な
国
体
論
を
、
こ
の
時
期
未
明
は
信
奉

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
彼
は
、
「
陛
下
の
赤
子
」
と
し
て
、
国
民
は
国
家
に
忠
誠
を
尽
く
す

べ
き
だ
と
説
く
。

国
家
に
対
す
る
愛
は
、
即
ち
自
己
犠
牲
で
あ
る
。
母
親
は
子
供
の
た
め
に

は
、
我
身
の
細
る
こ
と
も
苦
痛
と
感
じ
な
い
で
あ
ら
う
し
、
大
君
の
た
め

に
、
国
民
は
殉
ず
る
こ
と
を
至
上
の
喜
び
と
し
て
ゐ
る
。
い
づ
れ
も
清
純

に
し
て
、
蟻
烈
の
愛
を
感
ず
る
が
た
め
で
す
。

「
創
造
の
歓
喜
に
生
き
よ
」
(
「
祖
国
」
昭
和
一
五
年
四
月
)

君
に
忠
に
し
、
親
に
孝
に
し
、
国
家
を
愛
す
る
こ
と
は
、
人
間
と
し
て

の
、
日
本
人
と
し
て
の
よ
ろ
こ
び
が
あ
る
こ
と
を
肯
同
調
し
、
滅
私
奉
公
の

精
神
の
中
に
こ
そ
、
真
の
幸
福
が
あ
る
と
い
ふ
、
最
高
の
倫
理
観
を
、
自

己
に
確
立
す
る
と
共
に
、
児
童
達
に
も
説
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま

す。
(
『
新
し
き
児
童
文
学
の
道
』

「
指
導
者
自
ら
が
燃
、
ぇ
立
た
ず
ば
」

フ
タ
パ
書
院
成
光
館
、
昭
和
一
七
年
二
月
)

「
大
君
の
た
め
に
、
国
民
は
殉
ず
る
こ
と
を
至
上
の
喜
び
と
し
て
ゐ
る
」
「
君
に

忠
に
し
、
親
に
孝
に
し
、
国
家
を
愛
す
る
こ
と
は
、
人
間
と
し
て
の
、
日
本
人

と
し
て
の
よ
ろ
こ
び
」
o

あ
る
い
は
未
明
は
、
「
有
く
も
生
を
皇
土
に
享
け
る
も

の
は
一
木
一
草
と
難
も
皇
土
の
た
め
に
役
立
つ
べ
き
」
(
「
当
面
の
児
童
文
化
」

「
報
知
新
聞
」
昭
和
一
五
年
一
二
月
一

1
五
日
)
と
も
記
し
て
い
る
。
こ
う
い

っ
た
お
上
へ
の
滅
私
奉
公
を
是
と
す
る
感
覚
は
、
未
明
が
高
田
の
旧
下
級
士
族

の
家
で
生
ま
れ
育
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
だ
ろ
う
。
続
橋
達
雄
は
、
未
明
の

「
士
族
意
識
の
強
さ
は
、
か
れ
の
人
間
観
や
倫
理
意
識
を
そ
の
根
底
か
ら
支
え

て
い
る
も
の
の
一
つ
」
(
『
未
明
童
話
の
研
究
』
明
治
書
院
、
昭
和
五
二
年
一

月
)
で
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
。

し
か
し
、
生
育
環
境
か
ら
な
る
士
族
意
識
が
、
家
族
国
家
観
と
ど
れ
だ
け
親

和
性
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
士
族
意
識
だ
け
が
こ
の
時
期
の
未
明

の
言
説
を
規
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
や
は
り
、
国
策
へ
の
屈
服
、

時
代
へ
の
便
乗
が
あ
っ
た
の
だ
。
「
国
体
の
本
義
』
(
丈
部
省
、
昭
和
一
一
一
年
一
一
一

月
)
や
『
臣
民
の
道
』
(
文
部
省
教
学
局
、
昭
和
一
六
年
三
月
)
を
読
む
と
、

未
明
の
文
章
が
、
当
時
の
施
政
者
の
要
請
に
、
優
等
生
的
に
即
応
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
か
つ
て
未
明
は
、
「
意
義
あ
る
作
家
は
、
常
に
其
の
時

代
に
孤
立
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
潮
と
か
、
主
義
に
漂
っ
て
、
同
じ
方
向

に
流
れ
て
さ
へ
行
け
ば
、
安
全
だ
と
思
ふ
よ
う
な
卑
怯
な
作
家
に
、
決
し
て
、

永
遠
に
残
る
作
品
は
書
け
な
い
」
(
「
我
が
感
想
」
「
早
稲
田
文
学
」
大
正
七
年

二
月
)
と
断
じ
て
い
た
が
、
こ
の
時
期
の
未
明
は
ま
っ
た
く
社
会
的
に
孤
立
し

て
い
な
い
。
「
思
潮
と
か
、
主
義
に
漂
っ
て
、
同
じ
方
向
に
流
れ
て
」
行
く
、

国
家
の
提
灯
持
ち
以
外
の
何
者
で
も
な
か
っ
た
。

第
二
の
特
徴
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
推
進
で
あ
る
。

ヮ“A吐

然
る
に
今
度
の
事
変
は
、
私
達
に
民
族
的
の
自
覚
を
促
し
た
。
私
達
は
、

誰
も
彼
も
今
や
新
し
い
世
界
観
の
上
に
立
っ
て
、
新
し
い
文
化
の
建
設
に

向
っ
て
再
出
発
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
要
請
さ
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
、
私



達
の
民
族
的
理
想
と
し
て
、
東
亜
新
秩
序
の
建
設
が
あ
り
、
国
防
国
家
の

完
遂
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
す
べ
て
の
作
家
は
、
丈
学
行
動
を
通
し
て
、
翼

賛
し
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
だ
。

「
新
し
き
児
童
文
学
の
道
」
(
「
都
新
聞
」
昭
和
一
六
年
五
月
一
二
・
三
百
)

こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
東
亜
新
秩
序
」
の
語
は
、
昭
和
二
二
年
一
一
月
三
日

に
近
衛
文
麿
内
閣
が
発
し
た
第
二
次
近
衛
声
明
「
東
亜
新
秩
序
建
設
の
声
明
」

(
内
閣
情
報
部
編
「
支
那
事
変
に
関
す
る
政
府
声
明
及
総
理
大
臣
演
説
集
第

一
輯
」
昭
和
一
四
年
二
月
)
に
由
来
す
る
。
こ
の
声
明
で
近
衛
は
、
日
中
戦
争

の
目
的
を
「
帝
国
の
翼
求
す
る
所
は
、
東
亜
永
遠
の
安
定
を
確
保
す
べ
き
新
秩

序
の
建
設
に
在
り
」
と
定
義
、
「
今
次
征
戦
究
極
の
目
的
亦
此
に
在
す
」
と
大

義
を
与
え
た
。
そ
し
て
こ
の
新
秩
序
建
設
に
あ
た
っ
て
は
、
「
日
満
支
三
国
相

携
へ
(
中
略
)
東
亜
に
於
け
る
国
際
正
義
の
確
立
、
共
同
防
共
の
達
成
、
新
文

化
の
創
造
、
経
済
結
合
の
実
現
を
期
す
」
べ
き
だ
と
説
く
。
反
共
思
想
に
基
づ

く
、
大
ア
ジ
ア
主
義
だ
。

未
明
は
こ
の
時
期
、
ア
ジ
ア
共
同
体
の
理
想
に
燃
え
て
い
た
。

す
べ
て
、
革
新
的
の
理
論
は
、
そ
の
境
遇
上
の
必
要
か
ら
生
れ
て
来
る
。

ユ
デ
ヤ
民
族
に
と
っ
て
、
唯
物
史
観
が
真
理
な
る
如
く
、
東
洋
民
族
に
と

っ
て
、
ア
ジ
ア
共
同
体
が
真
理
な
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
こ
の
結
合
の

様
式
と
、
八
紘
一
宇
の
精
神
こ
そ
、
全
人
類
を
救
ふ
に
足
る
も
の
で
あ
り

ま
せ
、
っ
。

「
我
を
思
は
ぱ
国
家
を
思
へ
」

(
『
新
日
本
童
話
』
竹
村
書
房
、
昭
和
一
五
年
六
月
)

東
亜
の
新
秩
序
は
、
日
満
支
蒙
の
国
家
が
、
不
可
分
一
体
と
み
る
こ
と
に

始
り
ま
す
。
是
等
の
共
同
体
は
機
械
的
に
、
強
制
的
に
、
結
合
さ
れ
る
形

だ
け
の
も
の
で
な
く
、
実
に
道
徳
的
感
情
に
ま
で
、
融
合
す
る
有
機
体
で

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
東
洋
人
と
し
て
の
愛
が
、
根
底
を
な
し

て
ゐ
ま
す
。
他
面
に
は
、
地
域
的
に
、
歴
史
的
に
、
ま
た
利
害
関
係
に
立

つ
、
現
実
の
諸
問
題
か
ら
、
自
然
互
に
相
依
る
本
能
を
有
す
る
に
至
っ
た

の
で
あ
り
ま
す
。

「
新
組
織
新
感
情
」

(
「
新
し
き
児
童
文
学
の
道
』
フ
タ
バ
書
院
成
光
館
、
昭
和
一
七
年
二
月
)

思
ふ
に
、
国
家
と
し
て
、
独
立
、
自
由
の
持
持
な
く
ん
ば
、
何
の
国
家
と

称
し
、
民
族
と
い
ひ
得
ょ
う
。
我
が
日
本
は
、
実
に
そ
れ
故
に
東
亜
後
進

諸
民
族
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
搾
取
と
暴
一
戻
を
恋
に
し
た
る
、
米
英
の
鉄

鎖
を
断
ち
、
永
遠
に
そ
の
禍
根
を
絶
た
ん
と
し
て
立
上
っ
た
の
で
あ
る
。

「
解
放
戦
と
発
足
の
決
意
」
(
日
本
少
国
民
文
化
協
会
編
『
少
国
民
文
化
論
』

国
民
図
書
刊
行
会
、
昭
和
二

O
年
二
月
)
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日
本
を
中
心
と
し
た
、
政
治
的
・
精
神
的
な
ア
ジ
ア
の
統
一
を
説
く
ア
ジ
ア
共

同
体
の
考
え
は
、
防
共
を
旨
と
す
る
近
衛
内
閣
の
「
東
亜
新
秩
序
」
か
ら
、
欧

米
列
強
の
植
民
地
支
配
と
の
対
峠
を
説
く
東
条
内
閣
の
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の

理
念
に
引
き
継
が
れ
て
行
っ
た
。
そ
れ
は
表
面
上
、
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
共
存
共

栄
を
調
、
つ
美
辞
麗
句
で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
は
皇
民
化
教
育
や
資
源
の
接
収
な

ど
、
日
本
帝
国
主
義
の
利
害
と
打
算
に
基
づ
く
植
民
地
支
配
に
過
ぎ
な
か
っ



た
。
日
中
戦
争
以
後
の
未
明
に
は
、
こ
う
い
っ
た
自
国
の
侵
略
戦
争
に
対
す
る

批
判
の
目
は
な
い
。
続
橋
が
「
政
府
の
口
吻
そ
の
ま
ま
」
(
「
未
明
童
話
集
『
夜

の
進
軍
刑
玖
』
序
論
」
「
野
州
国
文
学
」
昭
和
五
四
年
一
一
月
)
と
指
摘
す
る

よ
う
に
、
こ
こ
に
は
国
家
の
施
政
者
と
同
じ
目
線
で
時
局
を
語
る
未
明
の
姿
が

あ
る
。
大
正
期
、
童
話
「
野
蓄
蔽
」
(
「
大
正
日
日
新
聞
」
大
正
九
年
四
月
一
一
一

日
夕
刊
)
や
小
説
「
血
の
車
輪
」
(
「
丈
学
世
界
」
大
正
一
一
年
一

O
月
)
で
、

国
家
の
都
合
に
翻
弄
さ
れ
る
民
衆
の
惨
禍
を
描
い
て
い
た
未
明
と
は
対
照
的

だ。
第
三
の
特
徴
は

l
l社
会
主
義
時
代
と
同
じ
く
l
!資
本
主
義
の
否
定
で
あ

る。

私
は
、
日
本
の
今
後
の
文
化
が
、
日
本
精
神
に
立
還
る
に
当
っ
て
、
も
う

少
し
資
本
主
義
の
弊
害
を
こ
こ
に
い
っ
て
置
く
必
要
が
あ
る
。
人
間
が
、

金
や
物
質
に
縛
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
永
い
間
人
間
性
を
無
視
し
て
き

た
の
だ
。
(
中
略
)
資
本
主
義
は
、
い
ろ
い
ろ
の
分
業
を
産
み
、
人
聞
を

機
械
に
隷
属
せ
し
め
、
人
間
を
退
化
せ
し
め
た
の
だ
。「

日
本
的
童
話
の
提
唱
」

(
「
報
知
新
聞
」
昭
和
一
四
年
九
月
二

0
1
一
一
一
一
一
、
二
五
・
三
六
日
)

た
と
へ
ば
、
酒
や
煙
草
の
害
毒
を
よ
く
弁
へ
る
も
の
で
も
、
こ
れ
を
禁
絶

す
る
と
な
る
と
、
並
な
ら
ぬ
苦
痛
を
威
主
。
ノ
る
の
が
常
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ

こ
ん
な
こ
と
を
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
、
金
銭
が
人
心
を
腐
食
し
世
道

を
類
廃
し
た
こ
と
は
、
到
底
油
や
、
煙
草
の
比
で
な
か
っ
た
の
を
反
省
な

さ
し
め
る
た
め
で
す
。
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
や
、
ニ
コ
チ
ン
患
者
は
、
半
身

不
随
意
と
な
り
、
普
通
は
、
痴
呆
と
な
る
が
、
金
銭
中
毒
者
は
、
物
に
対

す
る
正
視
を
失
ひ
、
何
を
見
、
何
を
考
へ
で
も
、
貨
幣
価
値
し
か
浮
ん
で

来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

「
美
し
き
夢
を
持
て
」
(
「
新
日
本
童
話
』
竹
村
書
房
、
昭
和
一
五
年
六
月
)

い
つ
し
か
金
銭
に
隷
属
し
、
職
業
意
識
に
囚
は
れ
た
る
自
己
を
反
省
し
、

敢
然
と
し
て
之
を
捨
て
、
自
由
主
義
時
代
に
感
染
し
た
る
、
心
の
汚
辱
を

一
洗
し
て
、
真
に
日
本
精
神
に
生
き
、
国
家
に
殉
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
思

ふ
に
、
人
類
が
、
曾
て
の
素
朴
な
る
自
給
自
足
の
原
始
性
を
喪
い
、
崎
形

に
機
械
化
さ
れ
た
重
な
る
原
因
は
、
資
本
主
義
が
分
業
を
課
し
て
、
利
潤

の
増
進
を
は
か
っ
た
が
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
著
し
く
天
賦
の
創

造
力
も
、
冒
険
心
も
、
勇
気
も
、
決
断
も
、
衰
へ
た
の
で
あ
る
。

「
解
放
戦
と
発
足
の
決
意
」
(
日
本
少
国
民
文
化
協
会
編
『
少
国
民
文
化
撞

国
民
図
書
刊
行
会
、
昭
和
二

O
年
二
月
)
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社
会
主
義
を
捨
て
国
策
協
力
へ
走
っ
た
未
明
だ
が
、
大
正
期
に
見
ら
れ
た
資
本

主
義
批
判
は
健
在
だ
。
た
だ
し
、
相
違
点
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
社
会
主
義

時
代
の
資
本
主
義
批
判
に
は
、
根
底
に
持
つ
者
と
持
た
ざ
る
者
の
格
差
へ
の
義

憤
が
存
し
た
の
に
対
し
、
国
家
主
義
時
代
に
は
そ
う
い
っ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

が
見
ら
れ
な
い
こ
と
。
代
わ
り
に
こ
の
時
期
は
、
資
本
主
義
に
伴
う
、
ト
ー
タ

ル
な
人
間
性
の
堕
落
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
二
つ
は
、
か
つ
て
の
未
明
は
、

資
本
家
階
級
の
強
圧
に
対
し
て
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
を
脅
威
せ
よ
!
」
(
「
労
働
祭
に

感
ず
」
「
時
事
新
報
」
大
正
二
年
五
月
一
日
夕
刊
)
と
叫
ぴ
、
資
本
家
階
級

か
労
働
者
階
級
の
「
一
方
が
征
伏
せ
ら
る
る
ま
で
は
争
闘
が
続
け
ら
れ
べ
く
考



へ
ら
る
る
」
(
「
本
然
的
の
運
動
」
「
新
潮
」
大
正
八
年
九
月
)
と
階
級
闘
争
を

呼
び
掛
け
て
い
た
の
に
対
し
て
、
階
級
闘
争
を
捨
て
た
こ
と
。
代
わ
り
に
こ
こ

で
は
「
日
本
精
神
に
立
還
る
」
こ
と
を
も
っ
て
、
資
本
主
義
と
そ
の
悪
風
を
一

掃
し
よ
う
と
説
く
。

山
中
恒
は
二
点
目
の
推
移
の
要
因
に
つ
い
て
、
「
還
暦
を
迎
え
た
未
明
が
時

勢
に
乗
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
公
教
育
思
想
や
文
化
財
を
資
本
主
義
の
悪
し

き
も
の
と
批
判
す
る
た
め
に
は
、
唯
物
史
観
や
社
会
主
義
以
外
に
拠
り
所
を
求

め
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
も
う
国
体
原
理
主
義
に
依
る
し
か
な
か
っ
た
。
せ
っ

ぱ
つ
ま
っ
た
未
明
と
し
て
は
、
そ
こ
へ
避
難
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
」
(
『
戦
時
児
童
文
学
論
』
大
月
書
庖
、
平
成
二
二
年
二
月
)
と
、
分
析
し

て
い
る
。
確
か
に
、
昭
和
初
年
以
来
、
官
憲
の
弾
圧
に
よ
り
、
社
会
主
義
運
動

が
徹
底
的
に
鎮
圧
さ
れ
て
い
た
以
上
、
階
級
闘
争
の
力
で
資
本
の
運
動
に
制
約

を
か
け
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
か
っ
た
。
代
わ
っ
て
こ
の
時
代
は
、
労
働
者
階

級
で
は
な
く
天
皇
制
国
家
が
、
資
本
の
活
動
を
制
限
し
得
る
絶
大
な
権
力
を
有

し
て
い
た
。
社
会
主
義
を
諦
め
た
還
暦
老
人
が
、
資
本
主
義
を
批
判
す
る
た
め

の
方
便
と
し
て
「
国
体
原
理
主
義
」
へ
接
近
し
た
と
い
う
山
中
の
見
立
て
は
、

お
お
む
ね
正
し
か
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
接
近
の
程
度
は
、
決
し
て
「
避
難
」
の

語
で
尽
き
る
よ
う
な
、
軽
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

お
わ
り
に

以
上
見
て
き
た
通
り
、
大
正
か
ら
戦
中
に
か
け
て
、
未
明
は
社
会
主
義
者
か

ら
国
家
主
義
者
へ
と
変
身
を
遂
げ
る
。
思
想
的
に
は
一
八

O
度
の
「
転
向
」

だ
。
本
稿
で
は
最
後
に
、
こ
の
間
の
未
明
の
転
向
を
、
大
き
く
三
つ
の
観
点
か

ら
整
理
し
た
い
。

一
つ
は
、
階
級
対
立
の
認
識
が
家
族
国
家
観
に
よ
っ
て
融
解
し
た
点
で
あ

る
。
未
明
は
大
正
期
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
聞
の
階
級
対
立
を
自

覚
し
、
後
者
の
立
場
か
ら
「
階
級
闘
争
」
を
推
進
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
「
自

己
の
悩
み
は
、
即
ち
自
己
の
属
す
る
階
級
的
の
悩
み
で
あ
る
。
自
己
を
桂
桔
の

苦
し
み
か
ら
救
ふ
に
は
、
階
級
に
ま
つ
は
る
鉄
鎖
を
切
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
(
「
闘
争
を
離
れ
て
正
義
な
し
」
「
中
央
公
論
」
大
正
一
一
年
七
月
)
と
い

っ
た
発
言
は
、
そ
の
一
端
で
あ
る
。
し
か
し
昭
和
初
年
以
降
、
社
会
主
義
運

動
・
思
想
を
徐
々
に
放
棄
し
た
未
明
は
、
日
中
戦
争
に
至
る
と
、
天
皇
制
の
賛

美
を
始
め
る
。
そ
の
賛
美
の
仕
方
は
、
天
皇
と
い
う
至
上
の
権
威
を
持
ち
出
す

こ
と
で
、
国
民
間
の
階
層
差
を
無
化
し
、
日
本
国
を
一
つ
の
家
族
に
見
立
て
る

こ
と
で
、
国
民
を
あ
ま
ね
く
包
摂
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
階
級
闘
争
の

主
役
で
あ
る
労
働
者
階
級
は
、
「
陛
下
の
赤
子
」
(
「
日
本
的
童
話
の
提
唱
」
「
報

知
新
聞
」
昭
和
一
四
年
九
月
二

0
1一
一
一
二
、
二
五
・
二
六
日
)
へ
転
じ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

二
つ
は
、
民
衆
の
受
難
に
寄
り
添
う
反
戦
意
識
が
、
施
政
者
目
線
の
聖
戦
賛

美
に
よ
っ
て
一
掃
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
大
正
期
の
未
明
は
、
戦
争
に
お
け
る
国

家
と
民
衆
の
利
害
を
相
反
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
主
に
後
者
の
立
場
か
ら
作

家
的
想
像
力
を
働
か
せ
て
い
た
。
例
え
ば
、
童
話
「
強
い
大
将
の
話
」
(
「
読
売

新
聞
」
大
正
九
年
一
一
月
一
五
1
一
八
日
)
で
は
、
戦
争
指
導
者
の
栄
誉
の
裏

に
あ
る
、
無
数
の
屍
と
、
遺
族
の
悲
嘆
が
描
出
さ
れ
て
い
る
。
翻
っ
て
、
戦
中

期
の
未
明
は
ど
う
か
。
彼
は
「
東
亜
新
秩
序
」
「
ア
ジ
ア
共
同
体
」
「
八
紘
一

宇
」
と
い
っ
た
国
是
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
復
調
し
、
「
早
く
大
き
く
な
っ
て
、
お

国
の
た
め
に
つ
く
し
た
い
と
は
考
へ
ま
せ
ん
か
」
(
「
子
供
達
に
」
『
僕
は
こ
れ

か
ら
だ
』
フ
タ
パ
書
院
成
光
館
、
昭
和
一
七
年
二
月
)
と
、
子
ど
も
に
戦
争
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協
力
を
焚
き
付
け
て
い
る
。
か
つ
て
の
反
戦
作
家
は
、
忠
実
な
る
「
帝
国
の
臣

民
」
へ
と
様
変
わ
り
し
て
し
ま
っ
た
。

三
つ
は
、
資
本
主
義
批
判
の
動
機
が
、
格
差
批
判
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
か
ら

資
本
主
義
が
も
た
ら
す
人
間
性
の
堕
落
へ
と
シ
フ
ト
し
た
点
で
あ
る
。
大
正
期

の
未
明
は
、
先
ず
も
っ
て
富
の
偏
在
の
観
点
か
ら
、
資
本
主
義
を
批
判
し
て
い

た
。
例
え
ば
、
「
富
む
者
は
益
々
富
み
、
貧
し
く
、
働
く
者
は
、
益
々
苦
し
く

な
る
と
い
ふ
の
が
現
時
の
状
態
で
あ
る
。
子
供
が
病
気
を
し
て
も
、
思
ふ
や
う

に
手
を
尽
し
て
や
る
こ
と
が
出
来
、
ず
、
ま
た
、
親
が
病
気
で
も
仕
事
を
休
む
こ

と
す
ら
出
来
な
い
の
が
、
吾
等
、
無
産
階
級
の
有
様
で
あ
る
」
(
「
本
然
的
の
運

動
」
「
新
潮
」
大
正
八
年
九
月
)
と
、
一
般
勤
労
者
の
貧
困
を
嘆
い
て
い
る
。

だ
が
、
戦
中
期
の
未
明
は
、
資
本
主
義
が
人
間
の
金
銭
・
物
質
へ
の
崇
拝
を
生

み
、
結
果
、
「
金
銭
が
人
心
を
腐
食
し
世
道
を
類
廃
し
た
こ
と
は
、
到
底
酒
や
、

煙
草
の
比
で
な
か
っ
た
」
(
「
美
し
き
夢
を
持
て
」
『
新
日
本
童
話
』
竹
村
書
房
、

昭
和
一
五
年
六
月
)
点
、
換
言
す
れ
ば
、
資
本
主
義
に
伴
う
人
々
の
モ
ラ
ル
の

変
質
を
問
題
視
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
前
景
化
し
て
い
な
か
っ
た
だ

け
で
、
大
正
期
に
も
伏
流
し
て
い
た
未
明
の
思
想
的
特
概
だ
。

な
お
、
上
記
の
転
向
に
関
し
て
、
未
明
は
一
切
、
弁
明
や
反
省
の
言
葉
を
口

に
し
て
い
な
い
。

、王(l)
「
声
明
書
」
(
「
童
話
運
動
」
昭
和
四
年
一
月
)
に
は
、
「
資
本
主
義
は
政
治
的
経

済
的
に
有
ら
ゆ
る
者
を
践
摘
し
て
余
さ
ぬ
。
我
等
の
児
童
も
亦
そ
の
毒
牙
を
免

れ
て
は
居
ら
ぬ
。
(
中
略
)
本
来
、
児
童
文
学
作
家
の
役
割
は
、
児
童
を
一
切
の

害
悪
よ
り
庇
護
し
健
康
な
る
成
長
を
遂
げ
し
む
る
に
あ
る
。
今
や
そ
れ
を
な
し

得
る
も
の
は
我
ら
反
資
本
主
義
児
童
文
学
作
家
の
み
で
あ
る
」
と
の
記
述
が
あ

り
、
自
分
た
ち
を
「
反
資
本
主
義
児
童
文
学
作
家
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
ま

た
、
「
労
働
祭
の
話
」
(
「
童
話
の
社
会
」
昭
和
五
年
五
月
)
に
は
、
五
月
一
日
も

稼
働
さ
せ
ら
れ
て
い
る
煙
突
が
「
「
お
れ
た
ち
の
親
方
は
、
わ
か
ら
ず
や
で
、
メ

ー
デ
ー
な
ん
か
し
な
く
て
い
い
と
い
っ
て
る
人
だ
か
ら
な
」
と
、
悲
し
さ
う
に
、

い
ひ
わ
け
」
し
、
休
業
中
の
煙
突
に
「
ま
だ
、
そ
ん
な
わ
か
ら
ず
や
が
、
こ
の

世
間
に
お
る
の
か
な
あ
」
と
同
情
さ
れ
る
寓
話
的
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。

(2)
山
中
恒
『
戦
時
児
童
文
学
論
」
(
大
月
書
庖
、
平
成
二
二
年
一

O
月
)
、
小
埜
裕

二
「
解
説
〈
教
化
〉
の
意
識
」
(
同
編
『
小
川
未
明
新
収
童
話
集
4
』
日
外
ア
ソ

シ
エ
ー
ツ
、
平
成
二
六
年
二
月
)

(3)
菅
忠
道
「
日
本
の
児
童
文
学
と
小
川
未
明
」
(
「
文
学
」
昭
和
一
一
ヱ
ハ
年
一

O
月)、

上
箆
一
朗
「
戦
後
の
小
川
未
明
の
思
想
」
(
「
日
本
児
童
文
学
」
昭
和
一
二
六
年
一

O
月
)
、
砂
田
弘
「
評
伝
小
川
未
明
」
(
伺
編
『
新
潮
日
本
文
学
ア
ル
バ
ム
小

川
未
明
』
新
潮
社
、
平
成
八
年
一
一
一
月
)

(4)
鳥
越
信
は
、
「
日
本
少
国
民
文
化
協
会
に
つ
い
て
」
(
「
文
学
」
昭
和
三
六
年
八

月
)
で
、
「
こ
の
要
綱
が
日
本
に
於
け
る
最
初
の
児
童
文
化
統
制
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
終
戦
ま
で
の
児
童
文
化
を
規
制
し
た
根
本
的

理
念
」
で
あ
る
と
述
べ
、
「
要
綱
」
が
児
童
文
化
の
国
家
統
制
に
与
え
た
、
理
念

的
影
響
力
を
指
摘
し
て
い
る
。

(5)
『
国
体
の
本
義
』
(
文
部
省
、
昭
和
一
一
一
年
三
月
)
に
は
、
「
抑
々
我
が
国
は
皇
室

を
宗
家
と
し
奉
り
、
天
皇
を
古
今
に
瓦
る
中
心
と
仰
ぐ
君
民
一
体
の
一
大
家
族

国
家
で
あ
る
。
故
に
国
家
の
繁
栄
に
尽
く
す
こ
と
は
、
即
ち
天
皇
の
御
栄
え
に

奉
仕
す
る
こ
と
で
あ
り
、
天
皇
に
忠
を
尽
く
し
奉
る
こ
と
は
、
即
ち
国
を
愛
し

国
の
陵
昌
を
図
る
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
。
忠
君
な
く
し
て
愛
国
は
な
く
、
愛
固
な

く
し
て
忠
君
は
な
い
」
と
、
「
臣
民
の
道
』
(
文
部
省
教
学
局
、
昭
和
一
六
年
=
一

月
)
に
は
、
「
皇
国
臣
民
は
、
畏
く
も
皇
室
を
宗
家
と
仰
い
で
、
一
国
一
家
の
生
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活
を
営
ん
で
ゐ
る
。
(
中
略
)
万
民
愛
撫
の
自
主
化
の
下
に
億
兆
心
を
一
に
し
て
天

皇
に
ま
つ
ろ
ひ
奉
る
、
こ
れ
皇
国
臣
民
の
本
質
で
あ
る
。
天
皇
へ
の
随
順
奉
仕

す
る
こ
の
道
が
臣
民
の
道
で
あ
る
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
記
述
さ
れ
て
い
る
。
い
ず

れ
も
家
族
国
家
観
を
も
っ
て
、
国
民
の
精
神
的
一
体
化
を
図
っ
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
、
つ
。

(6)
岡
上
鈴
江
は
、
『
父
小
川
未
明
』
(
新
評
論
、
昭
和
田
五
年
五
月
)
で
、
戦
中
の

未
明
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。
「
自
分
が
生
ま
れ
た
郷
土
、
祖

国
を
愛
す
る
念
が
人
一
倍
強
か
っ
た
父
は
、
ま
た
純
情
で
単
純
で
信
じ
や
す
い

性
格
だ
っ
た
か
ら
、
「
ア
ジ
ア
の
諸
民
族
は
欧
米
と
は
本
質
的
に
異
な
る
特
性
を

持
っ
て
い
る
。
欧
米
の
植
民
地
支
配
下
で
苦
し
む
ア
ジ
ア
の
弱
小
国
を
す
く
い

団
結
し
て
新
し
い
ア
ジ
ア
を
き

ε

つ
こ
う
」
と
い
う
東
亜
共
栄
圏
の
理
念
が
と
な

え
ら
れ
る
と
、
強
い
関
心
を
も
っ
て
そ
の
記
事
を
の
せ
た
新
聞
に
見
入
っ
た
。

「
お
と
う
さ
ん
は
ほ
ん
と
う
に
信
じ
て
い
ら
れ
た
ん
だ
よ
。
小
さ
な
閣
が
大
き
な

強
い
国
に
支
配
さ
れ
、
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
ど
ん
な
民
族
も
そ
の
国
は

そ
の
民
族
の
手
で
治
め
ら
れ
る
べ
き
だ
。
日
本
は
そ
れ
に
力
を
か
し
て
や
ろ
う

と
し
て
い
る
の
だ
っ
て
い
わ
れ
て
ね
え
」
と
、
母
は
後
年
、
私
に
語
っ
て
く
れ

た
」
。
つ
ま
り
岡
上
は
、
未
明
が
「
郷
土
、
祖
国
を
愛
す
る
念
が
人
一
倍
強
」

く
、
「
純
情
で
単
純
で
信
じ
や
す
い
性
格
」
ゆ
え
、
大
東
亜
共
栄
圏
の
理
念
に
賛

同
し
た
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。
親
族
の
戦
争
責
任
を
小
さ
く
見
せ
た
い
た
め

か
、
や
や
善
意
の
解
釈
過
ぎ
る
嫌
い
は
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
未
明
は

「
章
寸
前
文
学
作
家
た
る
も
の
、
現
下
の
自
然
現
象
に
対
し
て
、
も
っ
と
感
情
が
鋭

敏
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
国
策
に
対
し
て
、
殉
教
者
的
態
度
に
出
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
」
(
「
童
話
精
神
の
昂
揚
」
「
日
本
少
国
民
文
化
協
会
報
」

昭
和
一
八
年
一
月
一
五
日
)
と
ま
で
語
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
当
時
の
国
策
に
、

何
ら
批
判
精
神
を
発
揮
で
き
て
い
な
か
っ
た
点
は
確
か
で
あ
る
。

(7)
例
え
ば
、
「
金
と
犠
牲
者
」
(
「
朝
日
新
聞
」
大
正
一
一
年
三
月
一
五
・
一
六
日
)

に
は
、
「
た
だ
、
金
を
や
る
者
、
ま
た
金
を
受
け
る
者
、
み
ん
な
が
金
の
前
に
奴

隷
と
な
っ
て
ゐ
れ
ば
こ
そ
、
万
事
が
金
に
よ
っ
て
解
決
が
付
い
て
ゐ
る
の
で
あ

り
ま
す
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
私
は
、
金
は
、
階
級
を
産
ん
だ
に
過
ぎ
ず
し
て
、

人
間
性
ま
で
も
腐
朽
せ
し
め
た
も
の
と
考
へ
て
憎
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り

ま
す
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
鉄
道
事
故
や
自
動
車
事
故
の
際
、
支
払
わ
れ
る
賠

償
金
・
義
援
金
は
、
人
間
性
を
「
腐
朽
」
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
指
弾
さ
れ
て

い
る
。
金
が
人
命
に
置
き
換
え
ら
れ
る
わ
け
は
な
い
の
だ
か
ら
、
悪
天
候
の
時

は
汽
車
を
運
休
し
て
し
ま
え
ば
い
い
(
「
十
日
ゃ
、
十
五
日
荷
物
が
あ
る
駅
に
停

滞
し
た
と
い
ふ
事
は
さ
ま
で
大
し
た
問
題
で
な
い
」
)
と
い
う
の
が
、
未
明
の
考

〉えだ。

(
本
学
院
生
・
博
士
前
期
課
程
二
年
)
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